
蓄電池設備は、長年使用すれば各機能が劣化し、ついには機能が果たせなくなり、環境や使用条件の
変化で思わぬ突発事故に結びつく場合があります。安心して使用するための定期的な点検・整備の実
行はユーザーの責任です。「うちの設備は、まだまだ大丈夫」と過信せずに定期点検を行いましょう。
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○蓄電池設備定期点検の詳しい内容は製造業者の取扱説明書、電池工業会指針「蓄電池設備の定期
　点検項目及び点検周期に関する指針」SBA G 0605等をご覧ください。
○蓄電池設備の点検・整備及び劣化診断・交換は専門家にお任せください。
　・蓄電池設備の劣化診断・交換には、専門的な知識・技術が必要です。
　・蓄電池設備の技術者・蓄電池設備整備資格者が安全・確実に劣化診断・交換を行いますので安心です。
　・点検・整備は蓄電池設備整備資格者・消防設備点検資格者が行います。

○蓄電池は製造業者の推奨する取り替え時期を超過しないように、計画的に更新をお願いします。取り
　替え時期を過ぎて使用すると、火災など重大な二次災害の原因となります。
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大竹建機産業株式会社
住所： 〒456-0014 愛知県名古屋市熱田区中田町5番23号
電話番号： 052-681-1155


